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議案第１６号  

羽生市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例  

 羽生市一般職職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１６号）

の一部を次のように改正する｡  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（住居手当）  （住居手当）  

第１３条の３  自ら居住するため住宅

（貸間を含む。）を借り受け、月額

１万６，０００円を超える家賃（使

用料を含む。以下同じ。）を支払っ

ている職員（有料宿舎を貸与され、

使用料を支払っている職員その他市

長が定める職員を除く。）には、次

の各 号に 掲げ る職 員の 区分 に応 じ

て、当該各号に掲げる額（その額に

１０ ０円 未満 の端 数を 生じ たと き

は、これを切り捨てた額）に相当す

る月額の住居手当を支給する。  

第１３条の３  自ら居住するため住宅

（貸間を含む。）を借り受け、月額

１万２，０００円をこえる家賃（使

用料を含む。以下同じ。）を支払っ

ている職員（有料宿舎を貸与され、

使用料を支払っている職員その他市

長が定める職員を除く。）には、次

の各 号に 掲げ る職 員の 区分 に応 じ

て、当該各号に掲げる額（その額に

１０ ０円 未満 の端 数を 生じ たと き

は、これを切り捨てた額）に相当す

る月額の住居手当を支給する。  

（１）  月額２万７，０００円以下

の家賃を支払っている職員  家賃

の月額から１万６，０００円を控

除した額  

（１）  月額２万３，０００円以下

の家賃を支払っている職員  家賃

の月額から１万２，０００円を控

除した額（その額が１，５００円

に満たないときは１，５００円と

する。）  

（２）  月額２万７，０００円を超

える家賃を支払っている職員  家

賃の月額から２万７，０００円を

（２）  月額２万３，０００円を超

える家賃を支払っている職員  家

賃の月額から２万３，０００円を
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控除した額の２分の１（その控除

した額の２分の１が１万７，０００

円を超えるときは、１万７，０００

円）に１万１，０００円を加算し

た額  

控除した額の２分の１（その控除

した額の２分の１が１万６，０００

円を超えるときは、１万７，０００

円）を１万１，０００円に加算し

た額  

 ２  その所有に係る住宅（市規則で定

めるこれに準ずる住宅を含む。）に

居住している職員で世帯主であるも

のに対し、月額３，５００円（当該

住宅が当該職員その他市規則で定め

る者によって新築され、又は購入さ

れたものである場合にあっては、当

該新築又は購入がなされた日から起

算し て５ 年を 経過 する まで の間 は

４，５００円）の住居手当を支給す

る。  

２  前項に規定するもののほか住居手

当の支給に関し必要な事項は、規則

で定める。  

３  前２項に規定するもののほか住居

手当の支給に関し必要な事項は、規

則で定める。  

  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

 （住居手当の額の特例）  

２  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において

この条例による改正前の羽生市一般職職員の給与に関する条例 第

１３条の３第１項の規定による住居手当の支給を受け、かつ、施行

日 以 後 に お い て も 引 き 続 き 当 該 住 居 手 当 に 係 る 住 宅 （ 貸 間 を 含

む。）を借り受け、家賃（使用料を含む。）を支払っている職員（有

料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が定める

職員を除く。）のうち、当該住居手当の月額に相当する額（以下

「旧手当額」という。」）からこの条例による改正後の羽生市一般職

職員の給与に関する条例第１３条の３第１項の規定により算出され

る住居手当の月額に相当する額を減じた額が２，０００円を超える
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こととなるものに対しては、施行日から令和３年３月３１日までの

間、同項の規定にかかわらず、旧手当額から２，０００円を控除し

た額の住居手当を支給する。  

  令和２年２月２５日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 

 


